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１ 事前対応型行政の構築  

本市は、感染症が発生してから防疫措置を講ずる事後対応だけでなく、感染症発生動向調

査を適切に実施するための体制の整備、基本指針、予防計画及び特定感染症予防指針に基づ

く取組みを通じて、平時から感染症の発生及びまん延を防止していくことに重点を置いた事

前対応の施策を推進する。 

   また、大阪府、府内保健所設置市、感染症指定医療機関、医療関係団体等で構成される都

道府県連携協議会等を活用し、予防計画等について協議を行うとともに、予防計画に基づく

取組状況の進捗管理を行うことで、PDCA サイクルに基づく改善を図りながら、平時より感

染症の発生及びまん延を防止していくための取組みを進める（図表 2）。 

 

図表２ 保健・医療分野（感染症関連）における各計画の体系図 

 

 

２ 市民等一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策  

本市は、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報の収集及び分析とその分析の結

果並びに感染症の予防及び治療に必要な情報の市民等への積極的な公表を進める。 

また、市民等一人ひとりにおける予防を強化するため、感染症に関する知識の普及啓発を

第一章 感染症対策の推進の基本的な考え方 
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促進するとともに、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積

み重ねを実現するために、医療提供体制の充実を図り、社会全体の予防を推進する。 

 

 

３ 人権の尊重 

本市は、感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の

意思や人権を尊重し、一人ひとりが安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受

けられ、入院の措置がとられた場合においても早期に社会に復帰できるような環境の整備を

図る。 

また、感染症に関する差別や偏見の解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あ

らゆる機会を通じて感染症に関する正しい知識の普及啓発に努める。 

 

 

４ 情報公開と個人情報の保護  

本市は、感染症に関する情報については、感染症の患者の発生状況や医学的知見など、市

民等が感染予防等の対策を講じる上で有益な情報を可能な限り提供することを原則とする。

一方で、人権の尊重のもと、個人情報の保護の徹底を図る。 

 

 

５ 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応  

本市は、今後、感染症のみならず災害等も含めた健康危機事象が複合的に発生した場合に

備え、国、大阪府、府内保健所設置市、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所（以下、

「大阪健康安全基盤研究所」という。）等の地方衛生研究所、医療機関、医療関係団体、高齢

者施設等や学校等と連携し、感染症の発生及びまん延の防止に迅速かつ的確に対応できる体

制を整備する。 

また、広域的な対応が求められる場合には、大阪府との役割分担を明確にしつつ、必要な

対策を講じるとともに、関係都道府県等と連携・協力する。 

加えて、基本指針、特定感染症予防指針及び予防計画に基づいた具体策が実施できるよう、

必要に応じて疾病別の各種計画、マニュアル等を策定及び周知し、健康危機管理体制を構築

する（図表 3）。 
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図表３ 感染症法体系及び市計画等の相関図 

 

 

６ 実施機関等の役割 

国、大阪府、本市及び市民等や医療従事者等においては、基本指針に定める役割に基づき、

感染症発生の予防及びまん延の防止のための施策を推進する。 
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[基本指針（抜粋）] 

第一 感染症の予防の推進の基本的な方向 

五 国及び地方公共団体の果たすべき役割 

１ 国及び地方公共団体は、施策の実施に当たり、地域の特性に配慮しつつ、相互に連携して、感

染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策を講ずるとともに、正しい知識の普及、情報の

収集及び分析並びに公表、研究の推進、人材の養成及び資質の向上並びに確保、迅速かつ正確な

検査体制の整備並びに社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮した医療提供体制の整備

等の感染症対策に必要な基盤を整備する責務を負う。この場合、国及び地方公共団体は、感染症

の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する国際的動向を踏まえるとともに、感染症

の患者等の人権を尊重することが重要である。 

 ２ 都道府県連携協議会は、法に基づく予防計画の策定等を通じて、都道府県、保健所設置市等そ

の他の関係者の平時からの意思疎通、情報共有、連携の推進を目的に、各都道府県においてそれ

ぞれの実情に即して設置すること。その上で、予防計画の協議等を行う場でもある都道府県連携

協議会で議論する内容は広範に及ぶため、全体を統括する役割と、予防計画の項目等に沿って、

各論点ごとに議論する役割に分けることが重要である。 

３ 予防計画の作成者たる都道府県と、当該都道府県の管内の保健所設置市等は、各々の予防計画

に沿って感染症対策を行うが、保健所設置市等においても、基本指針及び都道府県が策定する予

防計画に即して予防計画を策定することに鑑み、都道府県連携協議会等を通じて、予防計画を立

案する段階から、相互に連携して感染症対策を行う必要がある。 

４ 都道府県等においては、保健所については地域における感染症対策の中核的機関として、また、

地方衛生研究所等（（地域保健法第 26 条に規定する業務を行う同法第５条第１項に規定する地方

公共団体の機関（（当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関）をいう。

以下同じ。）については都道府県等における感染症の技術的かつ専門的な機関として明確に位置

付けるとともに、それぞれの役割が十分に果たされるよう、体制整備や人材育成等の取組を計画

的に行うことが重要である。また、国において都道府県等が行う取組を支援することが重要であ

る。 

５ 国は、都道府県の区域を越えた応援職員の派遣の仕組みの整備、応援職員の人材育成支援等を

通じて都道府県等の取組を支援する必要がある。また、法第 36 条の二第一項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症等発生等公表期間（以下「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期

間」という。）において、危機管理の教育を受けた感染症の専門家や保健師等の派遣、患者の移

送等の総合調整を行う必要がある。 

６ 都道府県は、平時から感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、他の地方公共団体等への

人材派遣、国及び他の地方公共団体からの人材の受入れ等に関する体制を構築する必要がある。

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間には、情報集約、地方公共団体間調整、業務の一

元化等の対応により、保健所設置市等を支援する必要がある。 

７ 都道府県等は、複数の都道府県等にわたる広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあると

きには、近隣の都道府県等や、人及び物資の移動に関して関係の深い都道府県等と相互に協力し

ながら感染症対策を行う必要がある。また、このような場合に備えるため、国と連携を図りなが

らこれらの都道府県等との協力体制についてあらかじめ協議をしておくことが望ましい。また、

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、迅速に体制を移行し、対策が実行でき

るよう、医療提供体制、保健所、検査及び宿泊療養の対応能力を構築することが必要である。 

８ 市町村は、自宅療養者等の療養環境の整備等、都道府県が実施する施策への協力や感染状況等

の情報提供、相談対応を通じて住民に身近な立場から感染症の発生及びまん延の防止を図る必

要がある。 
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六 国民の果たすべき役割 

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければなら

ない。また、感染症の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないようにし

なければならない。 

七 医師等の果たすべき役割 

１ 医師その他の医療関係者は、６に定める国民の果たすべき役割に加え、医療関係者の立場で

国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認

識し、患者等に対する適切な説明を行い、その理解の下に良質かつ適切な医療を提供するよう

努めなければならない。 

２ 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の開設者等は、施設にお

ける感染症の発生の予防やまん延の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

３ 保険医療機関又は保険薬局は、感染症の入院患者の医療その他必要な医療の実施について、 

国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。特に公的医療機関等、地域医療支援

病院及び特定機能病院は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエン

ザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速か

つ適確に講ずるため、都道府県知事が通知する医療の提供等の事項について、措置を講じなけ

ればならない。 

八 獣医師等の果たすべき役割 

１ 獣医師その他の獣医療関係者は、６に定める国民の果たすべき役割に加え、獣医療関係者の

立場で国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、感染症の予防に寄与するよう努めなけ

ればならない。 

２ 動物等取扱業者は、６に定める国民の果たすべき役割に加え、自らが取り扱う動物及びその

死体（（以下（「動物等」という。）が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に

関する知識及び技術の習得、動物等の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

※（ 動物等取扱業者』とは動物又はその死体の輸入、保管、貸出、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場

その他不特定多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。 


